
 

平成 20 年 11 月 18 日 

各   位 

 

宮崎信用金庫 

 

 

「「「「原材料価格高騰対応等緊急保原材料価格高騰対応等緊急保原材料価格高騰対応等緊急保原材料価格高騰対応等緊急保証証証証制度制度制度制度」」」」のののの取扱取扱取扱取扱いいいい開始開始開始開始についてについてについてについて    

 

宮崎信用金庫は、原材料価格の高騰により経営環境が悪化している事業者様

への資金繰りを支援するため、「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の取扱い

を開始致しました。 

 

              記 

    

1．原材料価格高騰対応等緊急保証制度について 

  本保証制度は、全国統一の保証制度であり、指定業種(618 業種)に属する事

業を行っており、売上減少等による業況悪化について各市町村長の認定を受

けることが申込み要件となっています。 

 

2．本保証制度の概要 

資 金 使 途 事業資金(運転資金・設備資金) 

融資限度額 2 億 8 千万円(うち無担保 8 千万円) 

融 資 期 間 10 年以内(据置期間 1 年以内) 

※ご融資条件の詳細につきましては、営業店窓口へご相談ください。 

 

3．取 扱 期 間    平成 22 年 3月 31 日迄 

 

4．ご相談窓口    全営業店(江平支店、池内支店を除く) 

 

 

 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

融資部 金丸、日髙、田畑 

TEL：0985(22)5274 


